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◇2011年度東京都予算への要望提出、区市町村消費者行政調査「中間報告会」開催 
◇2011年度東京都予算に関する要望事項 
◇2010年度東京の区市町村消費者行政取り組み（中間報告） 
◇パブリックコメント提出、くらしフェスタ東京2010参加報告 
◇くらしフェスタ東京2010「責任ある消費行動」の推進 

　東京消費者団体連絡センターは、8月31日に石原東京都知事あてに2011年度
東京都予算案への要望書を提出しました。当日は生活文化局消費生活部小笠原部長
はじめ7名の担当者と意見交換しました。都議会4会派（民主党、公明党、日本共
産党、生活者ネットワーク・みらい）とは31日と9月3日両日にヒアリングや懇
談を行い、要望の実現に向けて理解と尽力を求めました。連絡センターからは代表
委員の7団体含め12団体と東京都消費者月間実行委員会事務局ののべ69名が参加
しました。（要望項目はP.2参照） 

＜アンケート調査結果と取組のまとめ（中間報告）＞、＜区市町村訪問参加者6名からの報告＞、 
＜第2回区市町村訪問の呼びかけ＞　　 

2011年度東京都予算への要望を 
東京都に提出、 
都議会4会派にも申し入れ 
 

2011年度東京都予算への要望を 
東京都に提出、 
都議会4会派にも申し入れ 
 

区市町村消費者行政調査 
「中間報告会」を開催 
 　消費者団体と生協で53区市町村を対象に取組んだ消費者行政アンケート（回収
率100％）と第一回区市町村訪問（23団体約330名の参加）から得られた成果と
課題を持ち寄り、次の活動や新たなつながりづくりにつなげようと、取組の「中間
報告会」を開催しました。 

区市町村消費者行政調査 
「中間報告会」を開催 
 

日時  10月13日（水）10：30～12：45 

会場  東京都生協連会館 

主催  東京消費者団体連絡センター、東京都生協連消費者行政連絡会 

参加  103名（消費者団体、生協、国・東京都・区市の消費者行政担当者、都議会議員、マスコミ、他） 

内容  ＜講演＞①「東京都における消費者行政の取り組み」東京都消費生活部　大野課長 
　　  　　　　②「消費者行政活性化に向けて消費者団体に期待すること」全国消団連　阿南事務局長 

◆アンケート結果や当日資料ご入用の方は上記発行先までご連絡下さい。 

（※「調査の取り組み（中間報告）」はP.3） 
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● 予算要望参加者 

● 予算要望（東京都） 

NPO法人東京都地域婦人団体連盟、主婦連合会､東京都地域消費者団体連絡会、新日本婦人の会東京都本部、消費科
学連合会、東京地方労働組合評議会、東京借地借家人組合連合会、東京都多摩公団住宅自治会協議会、東京都生活協
同組合連合会、生活協同組合コープとうきょう､生活協同組合パルシステム東京、東都生活協同組合、生活クラブ生活協同
組合・東京、東京南部生活協同組合、葛飾区消費者団体連合会、大田区消費者団体連絡協議会、多摩のくらしを考えるコン
シューマーズ・ネットワーク、羽村市消費生活センター運営委員会、（社）栄養改善普及会全国誌友会 

東京消費者団体連絡センターの参加団体（19団体：2010年5月1日現在）







●アンケート結果から見えてきたこと 
①広報誌での掲載頻度アップや「消費者だより」等の独自広報の推進、ホームページやメルマガ等の広報媒体
の活用とわかりやすさの工夫が求められています。また、40％強の自治体にとどまっている学校教育現場での
啓発・教育の取組は、今後さらに多くの自治体での推進・強化が望まれます。 

②消費者団体等との懇談会を参加対象も拡大して、積極的に開催して、連携や協働事業の推進が必要です。 

③必要な分野・機関等との連携を進め、機能させていくことが必要。55％の自治体が進めている高齢者福祉関連で
の連携や、85％の自治体で取り組まれている他部署・他機関との連携等が参考になります。また、近隣自治体との
情報交流等を活かすとともに、北多摩南部や西多摩地域で実施されている共同事業の推進も参考になります。 

④消費者行政における市民および消費者団体の参加状況は全自治体の30％と厳しく、今後積極的な審議会等
の設置や委員会参加の推進が求められます。 

⑤「消費者行政の課題」への取組と共に、消費者団体や市民と協働しての推進も必要です。 
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＜訪問参加者の意見等から＞ 
○啓発活動の面がまだ十分でない。特に中高生、大学生などの若い世代への啓発活動が不足していて、その方法
についても模索している状態という印象を受けた。また、消費者被害がきちんと把握されているか、相談室のPR
が十分かという点ではまだ検討する余地があると思われた。 
○予算が限られているので、消費生活相談員の増員ができない。相談窓口が幅広い年代の方（特に若い方）に知
られていない。 
○予算の有効活用を消費者団体側にもアピールすることで、更に活性化してほしい。 
○（自治体は）消費者スクールの卒業生の活動に期待しているが、どちらかというと同好会的な活動にとどまり、広
がりにかけているように思われる。 
○他部署との連携で何かをしようという意気込みが見えない。 
○自治体の方も、私たちと一緒にどんな活動ができるか、具体案がない。 
○市の向いている方向が一部の消費者団体に限られ、広く一般の市民に向いていない感じが少し、した。 
○消費者団体に限らず環境団体やまちづくり団体など、地元全体の様子が分かっている団体との協働のとりくみ
も考えていると伺った。 

●アンケートから「消費者団体や市民との懇談・協働について」より抜粋 
①消費者団体の高齢化をどのように解決できるか。 

②若い世代の積極的参加や新たな消費者団体を立ち上げていってほしい。 

③団体後継者の育成に注力願いたい。 

④消費者問題に関心をもち、貪欲に情報を取り入れて生活に役立ててほしい。 

⑤消費生活に関する要望や意見・情報提供を発信してほしい。 

⑥より活発な自主活動や消費生活センター事業への積極的な参加、消費生活センターとの交流の促進が望まれ
ている。 

＜訪問参加者の意見等から＞ 
○学校給食やごみ減量では実績のある活動をしてきた団体が多いが、次世代にどのようにつないで行くのか不安
が感じられる。 
○世代交代が進んでいない。 
○消費者団体や生協もそれぞれ活動内容や雰囲気が違うし、同じ団体でも地域によってさらにカラーの違いが
ある。 
○地域の消費者組織への加入離れは否めないが、その解決は単純に消団連加入強化ではない。「新たな連携」
のあり方の提示は急務。 
○今後の消費者団体の課題としては、区市町村単位での取り組みということで「活動を担う人材育成」や、地域の
実情にあった提言ができる「提言力の強化」が必要だと思う。 
○行政に、活動や共にできる事等を発信したり、消費者行政が後退しないよう行政への積極的働きかけを継続し
ていくことが必要。 
○団体や組織内で消費者行政の充実・強化にどう取り組むのか、地域でどう役割を果たすのかについての検討や
活動の具体化が求められている。 



☆高齢者･若者･学校教育現場で行ってい
るその他の具体的内容 

・「悪質な訪問販売お断りシール」、クリアフ
ァイル、ステッカー等の配布、講師派遣、啓
発ビデオやDVDなどの貸し出し 
・学校教育現場では副読本の作成・活用（新
宿・目黒・板橋区） 
・ホームページ（港・台東・荒川・江戸川区、
昭島市）やメールマガジン（江戸川区） 
・会議での情報提供・交換～高齢者向けに地域包括支援センターや福祉
関係者と（町田・小金井市）、学校教育現場向け～大学や専門学校等との
事務局会議（千代田区） 
 

＜訪問参加者の意見等から＞ 
○各区市町村によって消費者行政の現状は様々だと思うので、今回のような調査でそれぞれの行政の特徴や問
題点、格差が明らかになることはとても大切だと思う。それをふまえて我々消費者団体がうまく連携できるかど
うかのほうが課題ではないか。 
○連携に消極的な団体と今後どのように取り組んでいくのかが課題。 
○出前講座等の積極的取組で行政との協働を具体化していくことが必要。 
○地道に継続して行政と消費者団体・生協、消費者団体と生協等の接点をつくり、双方の理解を進めるとともに、協
働や連携の具体的活動を積み重ねていくことが必要。 
○新たな連携づくりができる手立てについての検討を進めていくことが必要。 

●アンケートから「消費者団体や市民との懇談・協働について」より抜粋＞ 
①行政だけでは、さらなる消費者行政を充実させていくのはなかなか難しく、消費者団体との連携は今後も
欠かせない。 

②行政と消費者団体・市民と積極的に懇談の機会を作り、協働して何をすべきか、何ができるのかの意見交換等
の具体化が必要です。 
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消費者啓発・教育で行なっていることは？ 

消費者教育に関して消費者の反応は？ 

消費者団体への財政的支援を 消費者団体が一同に集まる場は？ 消費者団体との連携（協働事業）を 
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【消費生活センター関連】消費生活センターの認知度・利用度を
高める、センター事業や設備の充実、相談室のセンター化（調布市） 

【相談関連】相談機能強化や相談体制の充実、消費生活相談
員の処遇改善、相談員の確保、随時消費者相談を受付できる相
談体制づくり 

【情報提供・消費者啓発】的確で迅速な情報提供や啓発事業の
充実・強化等 

【消費者教育・育成】関心のない区民への消費者教育・啓発や区
民意識向上、学校教育における消費者教育のあり方・進め方、悪質商
法の被害に遭いやすい高齢者・若者向けや幼児期も含めたライフステージの早い段階からの消費者教育の実施 

【消費者団体関連】消費者団体の高齢化と後継者の不足や区民の消費者活動への参加拡大、消費者団体等への支援・
連携の促進方法や在り方等 

【高齢者関連】見守りネットワークの構築、高齢者の消費者被害対策 

【消費者行政全般】消費者行政活性化事業終了後の事業展開や消費者行政推進体制の確保、各関係機関（福祉施設、
学校、警察等）や他部署との連携、人材の育成、組織の充実、人と予算の確保等。 

【その他】消費生活モニター制度の見直し（葛飾区）、消費者問題の多様化や、事業者と消費者の間には、情報等にお
いて様々な格差があることを踏まえ、消費者の利益を擁護するとともに消費者が事業者と対等な立場で対処できる社
会的環境づくりを進めること等。 

☆連携先 
【高齢者福祉関連】高齢者福祉部門や地域包括支援センター、見守りネットワーク、障害者相談室等 
【多重債務問題関連】福祉事務所や税等徴収部署、庁内連絡会 
【食品安全関連】保健所や食品安全連絡会(新宿区)の設置 
【学校教育関連】教育委員会や子育て支援課と連携し、教員向け消費者教育研修、中学生向け「消費者スクール」や出前
講座開催、リーフレットや啓発チラシ配布等 
【警察】12自治体　　【環境部門等】(ごみ減量啓発協力) 
【幅広い連携】悪質商法等被害防止関連等（杉並・板橋・足立区、日野市） 

貴自治体内で他部署・機関との連携を 

消費者行政に関した審議会や委員会の設置は？ 

今後の消費者行政の課題 

都内の他自治体との連携を 

行なっている 行なっていない 検討中 

設置済 未設置 検討中 

行なっている 行なっていない 検討中 



「元気な日本復活特別枠」要望に関する 
パブリックコメントを提出 
　消費者委員会と消費者庁の事業について、下記の意見を2010年10月19日内閣官房に提出しました。【必要性】
【事業効果】【手法】7項目についての意見はいずれも「ア．そう思う」としました。（詳細はホームページ参照） 
＊提出意見数は、消費者委員会事業が79件、消費者庁事業が224件でした。政府の評価会議が12月初めに要望事項
に関する政策の優先順位付けを確定し、その後総理大臣が配分額を決定します。 

●身体生命に関する消費者事故の未然防止･再発防止のために、徹底した原因究明とそれに基づく安全基
準の見直しや注意喚起が必要不可欠です。情報収集が一元化されたものの、十分な分析体制も整ってい
ません。人員体制を強化し、効率的･機動的な対応が必要です。 

●悪質商法や偽装表示等に対して法律の執行体制を強化し、違反者の処分件数を上げて厳しく対応して
いくことで、市場が健全化され、消費者の権利も守られます。消費者被害に伴う経済的損失は最大34兆
円（平成19年度）にものぼっています。健全な市場でのカネの循環があってこそ、経済が活性化し、国民
生活が安定します。そのためにも人員体制を手厚くし、法執行体制強化につなげていくことが必要です。 

●悪質商法等による被害金額は高額化し、被害者の生活は脅かされています。悪質事業者によって違法に
集められた財産を確実に剥奪し、被害者を救済する仕組みを早期に構築することが不可欠です。消費者
被害救済制度は、民主党政権政策マニフェスト2009にも挙げられており、検討体制を早く立ち上げ救済
制度を創設していくことが必要です。　 

　10月15・16日に新宿西口広場を会場に「見て、聞いて、話そう！交流フ
ェスタ」が開催されました。東京都消費者月間実行委員会に参加してい
る東京消費者団体連絡センターは、「区市町村訪問調査の取組」と「駅
前放置自転車クリーキャンペーン」についてのパネル展示を行ない、クイ
ズラリーで出題しました。クイズは「専任の相談員がいる消費者相談窓
口設置自治体数」を質問にし、約180名が参加されました。 
（クイズの答：23区26市1町） 

■事業番号*1104（消費者委員会の機能強化のための事務局体制充実等）

■事業番号*1401（消費者庁の体制強化 ）

●消費者委員会が独立した第三者機関として、消費者庁を含めた消費者行政全般に対する監視機能を最
大限発揮することが強く求められており、「建議」「勧告」を積極的に行う必要があります。そのためには、
委員会を支える事務局体制を強化すること、専門的能力を有する人材を確保して調査機能を強化するこ
と、情報収集や調査･分析を強化することが必要不可欠です。 

くらしフェスタ東京2010に参加 
 

2009年度注力した事業内容 国および東京都への要望・意見等 



　連絡センターと東京都生協連とが共同で実施した「区
市町村消費者行政調査」の第1回訪問では、6～7月の
暑いさ中、参加された地域の消費者団体･生協組合員
と共に、今回の取り組みの「5つの目的」を共有し、思い
を一つにすることの大切さを改めて実感する機会にな

りました。新たなつながりが生まれ、今後に向けての大
きな第一歩になったと思います。　 
お忙しいところ快く対応して下った各区市町村の消費
者行政窓口担当の方々に、改めて感謝を申し上げます。
ありがとうございました。（ I）　　 
 

編 集 後 記  

8　連絡センター通信 

●東京都消費者月間実行委員会は、今年度のテーマ「責任ある消費行動」について、実行委員の考えを6つに
まとめました。（東京都消費者団体連絡センターも実行委員会に参加しています。）


